




 

名 称 滝山地区地区計画 

位 置 ※ 八王子市左入町、滝山町一丁目、滝山町二丁目、梅坪町及び丹木町一丁目各地内 

面 積 ※ 約３９．２ｈａ 

地区計画の目標 

本地区は、一般住宅や農家等が立地する住宅地である一方、本市の主要な幹線道路となる新滝山街道に面する自動車交通の

利便性の高い地区である。 

八王子市都市計画マスタープランにおいて新滝山街道を広域機能連携軸と結節し周辺都市間を結ぶ「都市間機能連携軸」に、

また、この沿道について、交通環境の優位性を活かし、沿道型商業を中心に業務や居住等多様な機能の共存と、歩いて暮らせ

る身近な生活圏の形成を図るとしており、後背の地域について、戸建て住宅等低層住宅を主体に、周辺のみどり等と調和した

良好な住環境づくりを進めるとしている。 

そこで、本地区は、主要な幹線道路に面した立地特性を活かし、商業・業務施設と良好な住環境が共存する利便性に優れた

快適でゆとりある市街地の形成を図ることを目標とする｡ 
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土地利用の方針 

地区を次のとおり区分し、それぞれの特性を活かした土地利用を図る。 

＜住宅地区＞ 

敷地の細分化等による無秩序な市街化を防止するとともに、周囲の樹林地等の自然環境や生産緑地等の農地等と調和した、

緑豊かで潤いのある良好な低層住宅地の形成を図る。あわせて、地区内に残る緑地等については、その保全に努める。 

＜一般沿道地区＞ 

広域交通の要衝という立地を活かし、北部地域における歩いて暮らせる身近な生活圏の形成を図るため、日常生活に必要な

機能・サービス等を中心に業務施設や住宅の立地・誘導を図る。 

地区施設の整備の方針 

＜住宅地区＞ 

良好な住宅地の形成を図るため、道路の整備を促すとともに、公園、緑地等の維持･保全に努める。 

特に道路については、その整備の目標をおおむね幅員４.５ｍ以上とし、防災性及び安全性の向上をめざす。 

八王子都市計画地区計画の変更（八王子市決定） 

都市計画滝山地区地区計画を次のとおり変更する。 
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建築物等の整備の方針 

＜住宅地区＞ 

都市基盤施設の整備の促進を図るため、道路の整備状況を勘案した建築物の容積率の最高限度及び建築物の建ぺい率の最高

限度を定めるとともに、ゆとりある住環境を維持するため、建築物の敷地面積の最低限度及び壁面の位置の制限を定める。ま

た、垣又はさくの構造の制限を定め、敷地内の緑化を促し､緑あふれるまちなみの創出に努める。特に道路沿道については、生

垣化を積極的に促進する。 

＜一般沿道地区＞ 

商業・業務施設等を立地・誘導するとともに、周辺環境との調和を図るため、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の

最低限度、建築物等の高さの最高限度、壁面の位置の制限、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限及び垣又はさくの構

造の制限を定める。 
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地区の 

区分 

名称 住宅地区 一般沿道地区 

面積 約３２．４ha 約６．８ha 

建築物等の用途

の制限 
－ 

次の各号に掲げる建築物は建築してはならない。 

1. 自動車教習所 

2. 畜舎 

3. マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、遊技場、勝馬投票券発

売所、場外車券売場、その他これらに類するもの 

4. 危険物の貯蔵又は処理に供するもの（建築物に付属す

るものを除く。） 

建築物の容積率

の最高限度  

建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」とい

う。）第４２条第２項の規定により同条第１項の道路とみな

される道に接する敷地（同条第２項の規定により道路の境界

線とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として

築造したものを除く。）における建築物の容積率の最高限度

は、１０分の６とする。 

－ 
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建築物の建ぺい

率の最高限度 

法第４２条第２項の規定により同条第１項の道路とみなさ

れる道に接する敷地（同条第２項の規定により道路の境界線

とみなされる線と道との間の当該敷地の部分を道路として築

造したものを除く。）における建築物の建ぺい率の最高限度

は、１０分の３とする。 

－ 

建築物の敷地 

面積の最低限度 
１２０㎡ 

建築物等の高さ

の最高限度 
－ 建築物の高さの最高限度は２０ｍとする。 

壁面の位置の 

制限 

1. 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、幅員４.５ｍ未

満の道路の境界線までの距離は、０.７５ｍ以上とし、幅員

４.５ｍ以上の道路の境界線までの距離及び隣地境界線ま

での距離は、０.５ｍ以上としなければならない。ただし、

この距離に満たない位置にある建築物又は建築物の部分が

次のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。 

(1) 外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３

ｍ以下であるもの 

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが２.

３ｍ以下で、かつ、床面積の合計が５㎡以内であるも

の 

2. 住宅地区と一般沿道地区にまたがり、かつ、都市計画道路

八３・３・４１号線（これに接し並行する道路を含む）に

接する敷地において、建築物の外壁又はこれに代わる柱の

面から敷地境界線までの距離は、１ｍ以上としなければな

らない。ただし、この距離に満たない位置にある建築物又 

1. 住宅（３戸以上の長屋を除く。）、令第１３０条の３に定め

る兼用住宅にあっては、建築物の外壁又はこれに代わる柱

の面から、敷地境界線までの距離は、０.５ｍ以上としな

ければならない。ただし、この距離に満たない位置にある

建築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合

においては、この限りでない。 

(1) 道路までの距離の制限については、建築物の外壁又

はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３ｍ以下

であるもの 

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが２.

３ｍ以下で、かつ、床面積の合計が５㎡以内である

もの 

2. 前項に定める建築物以外の建築物の外壁又はこれに代わ

る柱の面から敷地境界線までの距離は、１ｍ以上としなけ

ればならない。ただし、この距離に満たない位置にある建

築物又は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合に 



 

※は知事協議事項 

「区域、地区の区分については、計画図表示のとおり」 

（理由）主要な幹線道路に面した立地特性を活かし、商業・業務施設と良好な住環境が共存する利便性に優れた快適でゆとりある市街地の形成を図るため、地区計

画を変更する。 
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壁面の位置の 
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は建築物の部分が、次のいずれかに該当する場合において

は、この限りでない。 

(1) 住宅（３戸以上の長屋を除く。）、建築基準法施行令（昭

和２５年政令第３１９号。以下「令」という。）第１

３０条の３に定める兼用住宅の用に供するもの 

(2) 物置その他これに類する用途（自動車車庫を除く。）

に供し、軒の高さが２.３ｍ以下で、かつ、床面積の

合計が５㎡以内であるもの 

(3) 自動車車庫で軒の高さが２.３ｍ以下であるもの 

(4) 道路までの距離の制限については、建築物の外壁又は

これに代わる柱の中心線の長さの合計が３ｍ以下で

あるもの 

おいては、この限りでない。 

(1) 道路までの距離の制限については、建築物の外壁又

はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が３ｍ以下

であるもの 

(2) 物置その他これに類する用途（自動車車庫を除く。）

に供し、軒の高さが２.３ｍ以下で、かつ、床面積の

合計が５㎡以内であるもの 

(3) 自動車車庫で軒の高さが２.３ｍ以下であるもの 

 

 

 

 

垣又はさくの構

造の制限 

道路に面して設ける垣又はさくの構造は、生垣又は緑化し

たフェンスとする。ただし、高さ０．６ｍ以下のコンクリー

トブロック又は石積等並びに門柱は、この限りでない。 

道路に面して設ける垣又はさくの構造は、生垣又はフェン

スとする。ただし、高さ０．６ｍ以下のコンクリートブロッ

ク又は石積等並びに門柱は、この限りでない。 

建築物等の形態

又は色彩その他

の意匠の制限 

1. 建築物等の外観の形態及び色彩は、周囲の環境に調和したものとする。 

2. 屋上及び屋外設置物は周囲からの景観に配慮したものとする。 

3. 屋外広告物は、過大とならずに周囲の環境と調和するよう色彩、大きさ及び設置場所に留意し、良好な景観形成、風致を損

なわないものとする。 


